
 

 

平成２４年度の委員会運営方法について 

 

１ 付議事件 

観光・創造都市・ 

国際戦略 

特別委員会 

ＭＩＣＥの推進、国際コンテナ戦略港湾の推進、国際戦略総合特区の推

進、文化・芸術等の大規模集客イベントの開催に関すること。 

 

２ 市会運営委員会申し合わせ・確認事項（抜粋） 

  ○付議事件の調査・研究を目的として、委員間の意見交換、事例視察や参考人意見聴

取（学識経験者等）などを行う。 

  ○委員会報告書は、付議事件に対する結論や一定の方向性を得たとき又は議員任期が

満了するときに議長に提出するものとする。 

 

３ 委員会報告書の作成について 

（１）結論が得られ、最終報告を行う場合 

   調査・研究の結果、付議事件に対する結論や一定の方向性が得られたときには、

議長あてに委員会報告書を提出します。委員会報告書が提出され、付議事件の調査・

研究が終了したことをもって、当該特別委員会は廃止されます。 

※議員任期が満了するときにも委員会報告書を提出します。 

 

（２）一部の結論が得られ、中間報告を行う場合 

   調査・研究の結果、付議事件の一部に対して結論や一定の方向性が得られたとき

には、議長あてに委員会中間報告書を提出します。この場合には、当該委員会は次

年度も継続して調査・研究を行います。 

 

（３）結論が得られなかった場合 

   調査・研究の結果、引き続き検討が必要と決定されたときには、次期構成の委員

会に活動概要を文書にて報告します。この場合には、当該委員会は次年度も継続し

て調査・研究を行います。 
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